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＜根拠法令＞ 

教育長に対する権限の委任等に関する規則 

 

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百

六十二号。以下「法」という。）第二十五条第一項の規定に基づき、教育

委員会は、次に掲げる事項及び岐阜県教育委員会の権限に属する事務の委

任及び補助執行に関する規則（平成二十九年岐阜県教育委員会規則第十五

号。以下「委任等規則」という。）の規定により知事の補助機関である職

員に委任し、又は補助執行させる事務を除き、その権限に属する教育事務

を教育長に委任する。 

 

一から七まで  略 

 

八 県立学校の入学者選抜及び入学者選考の一般方針に関すること。 

九から二十まで 略 

 

２   略 
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令和８年度岐阜県立高等特別支援学校入学者選抜の方針（案） 

 

１ 日程について 

 日程 

出願期間 

出願先変更期間 

検査期日 

追検査期日 

合格発表 

入学予定者説明会 

入学確約書提出締切 

令和８年１月１３日（火）～１５日（木） 

１月１６日（金）～１９日（月） 

１月２１日（水） 

１月２７日（火） 

２月 ２日（月） 

２月 ２日（月） 

２月 ５日（木） 

 

 

２ 実施校について 

  高等特別支援学校 ２校 

 

 

 

 

３ 実施概要について 

・出願を希望する者は、出願する高等特別支援学校に加え、居住地域の知的障がいを対象と

する特別支援学校においても、教育相談を受ける必要がある。 
・実施した検査等の結果に基づいて、総合的に入学者の選抜を実施する。 
・検査内容は、学力検査、適性検査（実技、作文）、面接を実施する。 
 
 
 

岐阜清流高等特別支援学校 

西濃高等特別支援学校 
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令和８年度岐阜県立特別支援学校高等部入学者選考の方針（案） 

 
１ 日程について  

 
 
２ 実施校について 

  特別支援学校高等部普通科を設置する県立特別支援学校（盲学校は保健理療科と専攻科の理療科、

岐阜聾学校は専攻科のビジネス科と理容科も含む）１９校 
 
  岐阜盲学校、 岐阜聾学校、 長良特別支援学校、 岐阜希望が丘特別支援学校  

岐阜本巣特別支援学校、 羽島特別支援学校、 揖斐特別支援学校、 大垣特別支援学校 
海津特別支援学校、 郡上特別支援学校、 関特別支援学校、 中濃特別支援学校 
可茂特別支援学校、 東濃特別支援学校、 恵那特別支援学校、 下呂特別支援学校 
飛驒特別支援学校、 飛驒特別支援学校高山日赤分校、 飛驒吉城特別支援学校 

 
 
３  実施概要について 

・出願を希望する者は、原則、居住地域の特別支援学校での教育相談を１１月中旬までに受ける必要

がある。 
・入学者選考検査は、生徒の実態を把握するために実施する。 
・検査内容は、各特別支援学校が定める実施要項に基づいて実施（学力検査、面接等）する。 
 
 
４ その他 

  岐阜市立岐阜特別支援学校、各務原市立かかみがはら支援学校の市立特別支援学校２校について

も、同じ日程で実施する予定である。 
 

 日程 

出願期間 
出願先変更期日 
検査期日 
合格発表 
入学予定者説明会 
特別な事由による検査の実施期限 

令和８年２月 ４日（水）～６日（金） 
２月 ９日（月） 
２月１２日（木） 
２月１９日（木） 
２月１９日（木） 
３月２７日（金） 
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